
20� 平成25年３月号

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

差し押さえ件数（単位：件）
平成22年度 平成23年度 平成24年度

債権 2,138 2,372 2,275

不動産 505 323 288

自動車 4 6 10

動産 8 31 12

計 2,655 2,732 2,585
注：平成24年度件数は12月末現在

　
市
税
は
市
の
重
要
な
財
源
で
す
。

納
め
ら
れ
た
市
税
は
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
生
活
環
境
や
福
祉
の
向
上
に
役

立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

〔
ど
こ
で
納
税
す
る
の
？
〕

　

市
内
各
金
融
機
関
、

納
税
課
、
各
総
合
支

所
な
ど
で
納
税
で
き

ま
す
。

　
納
税
に
は
、
手
間
が
省
け
て
納
め

忘
れ
の
な
い
口
座
振
替
が
便
利
で
す
。

通
帳
、
印
鑑（
通
帳
の
届
け
出
印
）、

納
税
通
知
書
を
持
参
し
て
、
預
貯
金

口
座
の
あ
る
金
融
機
関
で
手
続
き
を
。

〔
夜
間
や
休
日
に
納
税
し
た
い
〕

　
夜
間
・
休
日
納
税

窓
口
を
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。
市
・
県
民

税（
普
通
徴
収
）、
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
が
納
税
で

き
ま
す
。
納
期
限
の
４
日
前
か
ら
納

期
限
ま
で
、
平
日
は
午
後
５
時
１５
分

～
８
時
、
休
日
は
午
前
９
時
～
午
後

５
時
に
、
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー
に
開

設
し
て
い
ま
す
。

〔
滞
納
す
る
と
ど
う
な
る
の
？
〕

　
督
促
状
を
送
付
し

ま
す
。
督
促
状
の
送

付
が
あ
る
と
、
税
金
に
加
え
、
督
促
手

数
料
１００
円
の
納
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

納
期
限
ま
で
に
納
め
た
人
と
の
税
負
担

の
公
平
性
を
保
つ
た
め
に
、
延
滞
金
も

加
算
さ
れ
ま
す
。

〔
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
〕

　
納
期
限
の
翌
日
か
ら

納
付
の
日
ま
で
の
日
数

に
応
じ
、
次
の
割
合
で

計
算
し
た
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

①
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
カ
月
間
…
年

４
・
３
％（
平
成
２５
年
１２
月
３１
日
ま
で
）

② 

①
の
期
間
以
降
…
年
１４
・
６
％

【
滞
納
整
理
の
流
れ
】

　
滞
納
が
続
く
場
合
、
税
負
担
の
公
平

性
と
市
税
収
入
を
確
保

す
る
た
め
、
滞
納
整
理

に
着
手
し
ま
す
。
財
産

（
給
与
・
預
貯
金
な
ど
の
債
権
、
不
動

産
、
自
動
車
、
動
産
）を
差
し
押
さ
え
、

不
動
産
、
自
動
車
や
動
産
は
公
売
な
ど

で
金
銭
に
換
え
て
滞
納
市
税
に
充
て
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

①
催
告　
督
促
状
を
送
付
し
て
も
納
税

が
な
い
場
合
、
文
書
な
ど
で
納
税
を
促

し
ま
す
。

②
差
し
押
さ
え　
催
告
し
て
も
納
税
が

な
い
場
合
、
財
産
を
差
し
押
さ
え
ま
す

（
下
表
参
照
）。
差
し
押
さ
え
の
際
、
滞

納
者
の
自
宅
な
ど
を
捜
索
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

③
公
売　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
を
導 

入
し
て
積
極
的
な
公
売
に
努
め
て
い
ま
す
。

〔
納
期
限
内
の
納
税
に
協
力
を
〕

　
市
で
は
、
市
税
収
納
率
の
向
上
に
努

め
て
い
ま
す
。
市
税
を

滞
納
し
た
場
合
、
督
促 

手
数
料
や
延
滞
金
が
加 

算
さ
れ
、
財
産
調
査（
給
与
照
会
、
預

金
照
会
な
ど
）や
滞
納
処
分
を
受
け
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
滞
納
整
理
に
市
税

が
費
や
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
公
共
サ
ー

ビ
ス
の
低
下
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
納
期

限
内
の
納
税
に
協
力
を
。

■問
納
税
課（
☎
２３１-

１
１
７
０
）、
収
納

対
策
室（
☎
７７２-

４
０
１
０
）

市
税
の
納
め
忘
れ
は
な
い
で
す
か
？

下
水
道
が
利
用
で
き
る
土
地
に
接
す
る

私
道
と
私
道
に
面
す
る
土
地
を
所
有
し

て
い
る
方
な
ど　
※
日
時
な
ど
は
対
象

中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
主
要
事
業

あ
る
か
ぽ
ー
と（
東
側
地
区
）開
発
事
業

　
現
在
６９
事
業
が
、
下
関
市
中
心
市
街

地
活
性
化
基
本
計
画
に
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。

●
あ
る
か
ぽ
ー
と（
東
側
地
区
）開
発
事
業 

　
あ
る
か
ぽ
ー
と
東
側
地
区
に
ア
ミ
ュ
ー

ズ
メ
ン
ト
施
設
な
ど
を
建
設
し
、
ま
ち

の
賑
わ
い
を
創
出
し
、
中
心
市
街
地
の

活
性
化
を
推
進
す
る
も
の
で
す
。
１
月

１７
日
に
は
建
設
工
事
の
着
工
に
伴
う
安

全
祈
願
祭
が
執
り
行
わ
れ
、
平
成
２５
年

秋
の
オ
ー
プ
ン
に
向
け
工
事
が
着
々
と

進
ん
で
い
ま
す
。

※
２３
㌻
に
完
成
イ
メ
ー
ジ
を
掲
載

■問
商
工
振
興
課（
☎
２３１-

１
２
２
０
）

３
月
の
献
血

●
１３
日（
水
）＝
午
前
１０
時
～
正
午
、
午

後
１
時
～
４
時
／
下
関
市
役
所

●
２７
日（
水
）＝
午
前
９
時
３０
分
～
１１
時

３０
分
／
豊
浦
総
合
支
所

●
２７
日（
水
）＝
午
後
１
時
３０
分
～
４
時

／
安
岡
病
院

●
２８
日（
木
）＝
午
前
１０
時
～
午
後
０
時

３０
分
、
午
後
１
時
３０
分
～
４
時
／
豊
北

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

※
全
会
場
４００
㍉
㍑
献
血
限
定

■問
生
活
衛
生
課（
☎
２３１-

１
５
４
０
）

下
水
道
を
４
月
か
ら
新
た
に

利
用
で
き
る
区
域

●
４
月
か
ら
下
水
道
を
新
た
に
利
用
で

き
る
区
域（
各
町
・
各
自
治
会
の
一
部
）

▼
筋
ヶ
浜
処
理
区
＝
岬
之
町
、
あ
る
か

ぽ
ー
と

▼
山
陰
処
理
区
＝
椋
野
町
一
～
三
丁
目
、

椋
野
上
町
、
大
字
椋
野
、
藤
ヶ
谷
町
、

一
の
宮
本
町
二
丁
目
、
一
の
宮
住
吉

二
・
三
丁
目
、
一
の
宮
町
四
丁
目
、
一

の
宮
東
町
三
丁
目
、
東
勝
谷
、
前
勝
谷

町
、
楠
乃
五
丁
目
、
大
字
田
倉
、
田
倉

御
殿
町
一
・
二
丁
目
、
秋
根
西
町
二
丁

目
、
秋
根
上
町
一
～
三
丁
目
、
形
山
町
、

大
字
形
山
、
形
山
み
ど
り
町
、
大
字
有

冨
、
大
字
石
原
、
伊
倉
町
一
丁
目
、
川

中
本
町
二
丁
目
、
稗
田
西
町
、
富
任
町

五
・
八
丁
目
、
安
岡
町
一
・
二
・
四
丁

目
、
横
野
町
一
丁
目

▼
山
陽
処
理
区
＝
長
府
浜
浦
町
、
長
府

逢
坂
町
、
長
府
川
端
一
・
二
丁
目
、
長

府
安
養
寺
一
・
四
丁
目
、
長
府
珠
の
浦

町
、
長
府
中
土
居
本
町
、
長
府
四
王
司

町
、長
府
松
小
田
中
町
、王
司
上
町
二
・

五
丁
目
、
王
司
神
田
五
丁
目
、
小
月
駅

前
一
丁
目
、
小
月
茶
屋
一
丁
目
、
小
月

杉
迫
一
・
二
丁
目
、
小
月
本
町
一
・
二

丁
目
、
小
月
市
原
町
、
小
月
宮
の
町
、

小
月
西
の
台
、
小
月
小
島
二
丁
目
、
王

喜
本
町
一
～
六
丁
目

▼
川
棚
小
串
処
理
区
＝
川
棚
塩
田
・
中

央
２
区
・
松
谷
、
小
串
上
石
堂

●
供
用
開
始
に
伴
う
区
域
図
の
縦
覧

■期
３
月
１３
日
～
２６
日　
■所
上
下
水
道
局

５
階
、
北
部
事
務
所　
■内
下
水
道
の
供

用
と
下
水
処
理
の
開
始
区
域
図

●
供
用
開
始
の
説
明
会

■対
新
た
に
下
水
道
が
利
用
で
き
る
区
域

に
土
地
を
所
有
し
て
い
る
方
、
新
た
に

者
に
郵
送
で
連
絡　
■内
排
水
設
備
工
事
、

私
道
工
事
、
受
益
者
負
担
金
、
下
水
道

使
用
料
、
水
洗
便
所
改
造
資
金
利
子
補

給
制
度

■問
上
下
水
道
局
下
水
道
課（
☎
２３１-

１
３ 

２
０
）、北
部
事
務
所（
☎
７７２-

４
０
２
８
）


